
児児児児児児児児児児児児児児児児
童童童童童童童童童童童童童童童童
扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶
養養養養養養養養養養養養養養養養

児
童
扶
養
・・・・・・・・・・・・・・・・・
特特特特特特特特特特特特特特特特
別別別別別別別別別別別別別別別別
児児児児児児児児児児児児児児児児
童童童童童童童童童童童童童童童童
扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶
養養養養養養養養養養養養養養養養
・・・・・・・・・・・・・・・・

特
別
児
童
扶
養
・

障障障障障障障障障障障障障障障障
害害害害害害害害害害害害害害害害
児児児児児児児児児児児児児児児児
福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
手手手手手手手手手手手手手手手手
当当当当当当当当当当当当当当当当
にににににににににににににににに
つつつつつつつつつつつつつつつつ
いいいいいいいいいいいいいいいい
てててててててててててててててて

障
害
児
福
祉
手
当
に
つ
い
て

■
継
続
の
届
け
出
は
お
早
め
に

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方

は
「
現
況
届
」、特
別
児
童
扶
養
手
当

と
障
害
児
福
祉
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
「
所
得
状
況
届
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
か
ら
５
年
以
上
経
過

す
る
方
は
、「
児
童
扶
養
手
当
一
部
支

給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」
も

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い

場
合
は
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く
な
っ

た
り
、
支
払
期
日
か
ら
２
年
を
経
過

す
る
と
受
給
の
権
利
を
失
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い　

届
け
出
用
紙　

対
象
者
に
８
月
上
旬

ご
ろ
に
発
送

提
出
期
限　

必
要
書
類
と
印
鑑
を
持

参
し
、
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
は

８
月　

日
�火
 

ま
で
、
特
別
児
童
扶
養

３１

手
当
と
障
害
児
福
祉
手
当
の
所
得
状

況
届
は
９
月　

日
�金
 

ま
で

１０

■
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

対
象　
　

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

１８

初
の
３
月　

日
ま
で
の
児
童
（
一
定

３１

の
障
が
い
の
あ
る
心
身
障
が
い
児
は

　

歳
未
満
）
を
養
育
し
、
そ
の
児
童

２０が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。

た
だ
し
、
公
的
年
金
受
給
者
（
老
齢

福
祉
年
金
は
除
く
）
は
該
当
し
ま
せ

ん　
�
父
母
が
離
婚
後
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る　
�
父

ま
た
は
母
が
死
亡
、
拘
禁
、
遺
棄
、

生
死
不
明
ま
た
は
一
定
程
度
の
障
が

い
の
状
態
に
あ
る　
�
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
生
ま
れ
た

支
給
額　

月
額
４
万
１
千　

円
（
２

７２０

人
目
は
５
千
円
加
算
、
３
人
目
以
降

は
３
千
円
加
算
）　

※
申
請
者
の
所

得
額
に
よ
り
支
給
額
は
減
額
に
な
り

ま
す

■
父
子
家
庭
も
児
童
扶
養
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す

平
成　

年
８
月
１
日
か
ら
父
子
家
庭

２２

の
方
に
も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ

れ
ま
す

対
象　

父
が
監
護
し
、
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方　
�

父
母
が
離
婚　
�
母
が
死
亡
、
生
死

不
明
ま
た
は
一
定
程
度
の
障
が
い
の

状
態
に
あ
る　
�
母
が
１
年
以
上
遺

棄
ま
た
は
拘
禁
さ
れ
て
い
る　
�
婚

姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

支
給
額　

月
額
４
万
１
千　

円
（
２

７２０

人
目
は
５
千
円
加
算
、
３
人
目
以
降

は
３
千
円
加
算
）　

※
申
請
者
の
所

得
額
に
よ
り
支
給
額
は
減
額
に
な
り

ま
す

申
請　

平
成　

年
７
月　

日
ま
で
に

２２

３１

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方
は
、

期
限
ま
で
に
申
請
す
る
と
８
月
分
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
平
成　

年
８
月

２２

１
日
以
降
、　

月　

日
ま
で
に
支
給

１１

３０

要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
期
限
ま
で

に
申
請
す
る
と
要
件
に
該
当
し
た
日

の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す　

※

８
〜　

月
分
の
支
給
は　

月
で
す

１１

１２

申
請
期
限　
　

月　

日
�火
 

ま
で

１１

３０

※
申
請
書
類
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

対
象　

身
体
や
精
神
に
法
律
に
定
め

る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る　

歳
未
満

２０

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

支
給
額　

１
級
障
害
児（
重
度
）＝
月

額
５
万　

円　

２
級
障
害
児（
中
度
）

７５０

＝
月
額
３
万
３
千　

円　

※
所
得
額

８００

に
よ
り
支
給
制
限
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す

■
障
害
児
福
祉
手
当
の
申
請

対
象　

身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常

時
介
護
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た　

歳
２０

未
満
の
児
童

支
給
額　

月
額
１
万
４
千　

円　

※

３８０

所
得
額
に
よ
り
支
給
制
限
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

申
請
先
・
詳
細　

子
育
て
支
援
課　

�
（　

）６
３
６
９

３２

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttt iiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnInformation

ス
ポ
ー
ツ

健
康

相
談

福
祉

催
し
・
講
座

暮
ら
し

税
金

市からのお知らせ

広
報ととととととととととままままままままままここここここここここままままままままままいいいいいいいいいいとまこまい

広広広広広広広広広広広広告告告告告告告告告告告告募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

広告募
集中
!!

広告のご案内広告のご案内

あなたの会社を広報とまこまい
でＰＲしてみませんか？

１枠 ４２，０００円（税込み）１５～２４頁
１枠１０５，０００円（税込み）２８頁

申し込みは下記の広告代理店へ
ご連絡ください

苫小牧営業所

�０１４４-３６-７７５１

市役所１階の市民相談所で
は、平日の８時４５分から１７
時１５分まで心配ごと相談を
受け付けています。秘密は
厳守します。

■法律相談
とき・担当　２７日�金 ＝岡田
秀樹弁護士　９時３０分～１２
時（１人２０分程度）
定員　７人　申し込み順　
申し込み　８月２日�月 から
市役所１階市民相談所で内
容を話して相談券を受け取
ってください。来られない
場合はご相談ください。
■夜間心配ごと相談
とき　１０日�火 　１８時～２０時
内容　家庭、離婚、相続、
金銭貸借などの問題
※直接市民活動センターへ
…………………………

詳細　市民相談所（市役所
１階）
�３２-６１１１　内線２１２１

国の行政全般についての相談
とき　毎月第１月曜日（祝
日の場合は翌週）
詳細　市民自治推進課　
�３２-６１５２

８月の無料市民相談
会場　市民活動センター

総務省行政相談所
会場　市役所２階談話室

とき　８月２３日～９月１３日　毎週月曜日
計４回　いずれも１０時～１５時
ところ　市民活動センター
料金　１，０００円　開講日納入
定員　１０人程度　申し込み順
申し込み　８月１０日�火 まで　苫小牧要約
筆記通訳サークル「つたえーる」　�８２
‐５１６４
詳細　市社会福祉課　�３２‐６３５６

福
祉

21 広報とまこまい　平成２２（２０１０）年・８月

要約筆記入門講座受講者募集

育

広告

事
毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎
月月月月月月月月月月月月月月月月
勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤
労労労労労労労労労労労労労労労労
統統統統統統統統統統統統統統統統
計計計計計計計計計計計計計計計計
調調調調調調調調調調調調調調調調
査査査査査査査査査査査査査査査査

毎
月
勤
労
統
計
調
査          

     
特特特特特特特特特特特特特特特特
別別別別別別別別別別別別別別別別
調調調調調調調調調調調調調調調調
査査査査査査査査査査査査査査査査
のののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおお
願願願願願願願願願願願願願願願願
いいいいいいいいいいいいいいいい

特
別
調
査
の
お
願
い

厚
生
労
働
省
で
は
、
７
月　

日
現
在

３１

で
常
用
労
働
者
を
４
人
ま
で
雇
用
し

て
い
る
事
業
所
を
対
象
に
、
毎
月
勤

労
統
計
調
査
特
別
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
調
査
対
象
と
な
る
事
業
所
に
は
、

８
〜
９
月
に
か
け
て
統
計
調
査
員
が

訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ

い詳
細　

北
海
道
地
域
行
政
局
統
計
課

�
０
１
１（　

）５
１
４
６　

市
政
策

２０４

推
進
課　
�
（　

）６
０
４
２

３２

国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民
健健健健健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康康康康康
保保保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険険険
のののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知
らららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせ

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

�
国
民
健
康
保
険
証
の
郵
送
方
法

　

月
の
保
険
証
更
新
か
ら
簡
易
書
留

１０で
の
郵
送
を
希
望
さ
れ
る
方
は
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
申
し
込
み
の
な

い
方
は
、
普
通
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

す
で
に
申
し
込
み
さ
れ
て
い
る
方
は

不
要
で
す

申
し
込
み
方
法　
�
窓
口
（
市
役
所

　

番
窓
口
、
勇
払
・
の
ぞ
み
出
張
所
）

２１で
の
申
し
込
み
＝
保
険
証
を
持
参
し
、

備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入　
�
郵
送
で
の
申
し
込
み
（

消
印
有
効
）
＝
保
険
証
の
記
号
・
番

号
、
住
所
、
世
帯
主
の
氏
名
、
電
話

番
号
を
記
載
し
、「
簡
易
書
留
希
望
」

と
明
記
し
て
は
が
き
ま
た
は
封
書
で　

〒
０
５
３
‐
８
７
２
２　

旭
町
４
丁

目
５
番
６
号　

国
保
課　

※
電
話
で

の
申
し
込
み
は
不
可
。
簡
易
書
留
は

受
け
取
り
の
際
に
受
領
印
が
必
要
。

受
領
期
間
が
過
ぎ
る
と
市
役
所
に
返

送
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

申
し
込
み
期
限　

９
月
１
日
�水
 

ま
で

�
入
院
す
る
と
き
は
申
請
を

入
院
し
た
と
き
に
病
院
で
の
支
払
い

が
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
限
度
額

で
済
む
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
、

食
事
代
を
減
額
す
る
「
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。
現

在
入
院
中
の
方
は
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
認
定
証
の
有
効

期
限
が
切
れ
た
方
も
改
め
て
申
請
が

必
要
で
す

対
象　
�
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

　

歳
未
満
の
方
＝
限
度
額
適
用
認
定

７０証　
�
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
住

民
税
非
課
税
世
帯
の
方
＝
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

申
請
に
必
要
な
物　
�
国
民
健
康
保

険
証　
�
現
在
お
持
ち
の
認
定
証　

�
印
鑑　

※
住
民
税
非
課
税
の
方
で

過
去
１
年
間
の
入
院
期
間
が　

日
を

９０

超
え
る
方
は
、
ほ
か
に
入
院
期
間
を

確
認
で
き
る
領
収
書
ま
た
は
入
院
期

間
証
明
書
が
必
要
で
す

申
請
場
所　

国
保
課
（
市
役
所
１
階

　

番
窓
口
）、勇
払
・
の
ぞ
み
出
張
所

２１
�
高
額
療
養
費
に
つ
い
て

医
療
機
関
に
支
払
っ
た
１
カ
月
の
自

己
負
担
額
が
高
額
と
な
っ
た
と
き
、

申
請
に
よ
り
高
額
療
養
費
を
支
給
し

ま
す

◆　

歳
未
満
の
方

７０
同
じ
月
（
１
日
〜
月
末
）
に
同
じ
人

が
同
じ
病
院
な
ど
（
入
院
、
通
院
、

医
科
、
歯
科
を
別
々
に
計
算
。
平
成

　

年
３
月
以
前
の
診
療
分
は
診
療
科

２２も
別
に
計
算
）
に
支
払
っ
た
２
万
１

千
円
以
上
の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
、

表
１
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、
そ
の
超
え
た
額
が
高
額
療
養

費
と
な
り
ま
す

入
院
の
場
合　

国
保
が
発
行
す
る
「

限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関

で
提
示
す
る
こ
と
で
、
表
１
の
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
の
窓
口
支
払
と
な

り
ま
す

外
来
な
ど
の
場
合　

医
療
機
関
の
窓

口
で
自
己
負
担
額
を
支
払
っ
た
場
合

は
、
申
請
に
よ
り
表
１
の
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
額
を
支
給
し
ま
す

（
申
請
に
必
要
な
物
＝
保
険
証
、領
収

書
、
世
帯
主
の
預
金
口
座
番
号
が
分

か
る
も
の
）

高
額
療
養
費
の
受
領
委
任
払
い
に
つ

い
て　

外
来
な
ど
で
医
療
費
が
高
額

と
な
り
、
医
療
機
関
の
支
払
い
が
一

時
的
に
多
額
と
な
っ
た
と
き
、
自
己

負
担
限
度
額
の
み
を
窓
口
で
支
払
う

方
法
で
す
。
医
療
機
関
の
同
意
の
う

え
、
国
保
課
で
手
続
き
が
必
要
で
す

（
手
続
き
に
必
要
な
物
＝
保
険
証
、

印
鑑
）

◆　

〜　

歳
の
方

７０

７４

入
院
の
場
合　

同
じ
月
（
１
日
〜
月

末
）
の
医
療
機
関
ご
と
の
個
人
の
自

己
負
担
限
度
額
は
表
２
と
な
り
ま
す

外
来
な
ど
の
場
合　

同
じ
月
（
１
日

〜
月
末
）
に
個
人
ご
と
に
外
来
な
ど

の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
表
２
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
超
え
た
額
を
支
給
し
ま

す
（
申
請
に
必
要
な
物
＝
保
険
証
、

世
帯
主
の
預
金
口
座
番
号
が
分
か
る

も
の
）

※
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は

各
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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表２　７０～７４歳　自己負担限度額（月額）
外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）区分

８０，１００円＋（総医療費
－２６７，０００円）×１％
※４回目以降４４，４００円

４４，４００円現役並み所得者

４４，４００円１２，０００円一般
２４，６００円

８，０００円
低所得Ⅱ

１５，０００円低所得Ⅰ
※低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方が入院する場合に、自己負
担限度額、食事代について適用を受けるには、病院窓口
で「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要です

暮
ら
し

表１　７０歳未満　自己負担限度額（月額）
世帯単位

区分 ４回目以降
※（注）３回目まで

８３，４００円１５０，０００円＋（総医療費
－５００，０００円）×１％上位所得者

４４，４００円８０，１００円＋（総医療費－
２６７，０００円）×１％一般

２４，６００円３５，４００円住民税非課税世帯
※（注）過去１２カ月間に、１つの世帯での支給が４回以
上あった場合の４回目以降の限度額。
区分についてはお問い合わせください

広告


